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令和 3年 4月から市民モニター制度の運用を開始します。 

 

１．市民モニターの応募状況 

  市民モニターの募集を２月末でいったん締め切り、市の年代別人口比率に近付けるため、 

「２０代以下」「７０代以上」に限定した追加募集をしています。 

    

年代 2月末 追加 計 

  

20代以下 6名 10名 16名 

30代 21名  21名 

40代 29名  29名 

50代 20名  20名 

60代 20名  20名 

70代以上 11名 40名 51名 

合計 107名 50名 157名 

※募集期間 令和 3年 3月 25日まで 

※70代以上の追加募集は郵送回答も可 

 

 

２．市民モニター制度の運用 

  市民モニターにアンケートを行い、その結果を客観的なデータとして施策に反映します。 

 

 ○アンケートの実施 

   ・年間１０回程度のアンケートを実施予定 

   ・アンケート結果については、速やかに集約し、ホームページ等で公開 

   ・第 1回目のアンケートを 4月中旬を目途に実施予定 

 

 ○市民モニターの任期   令和 3年 4月から令和 4年 3月まで 

 

 

 

 
安芸高田市市民モニター制度の運用開始について 


